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１．高校生等への修学支援（現行制度）概要関連
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高校生等奨学給付金における予算積算単価について

費 目
生活保護受給世帯 非課税世帯（第１子） 非課税世帯（第２子以降）

国公立 私立 国公立 私立 国公立 私立

教科書費、教材費 実費支給
19,131

実費支給
19,572

19,100 19,600 19,100 19,600 

19,131 19,572 19,131 19,572 

学用品費
65,400

※教科外活動費など
を含む

65,400
※教科外活動費など

を含む

17,400 18,500 17,400 18,500 
17,408 18,480 17,408 18,480 

通学用品費
9,600 9,100 9,600 9,100 

9,642 9,137 9,642 9,137 

教科外活動費
61,800

41,570
(教科外活動費）

61,800
43,356

(教科外活動費）

8,100 9,800 41,600 43,400 

41,570
(教科外活動費）

43,356
(教科外活動費）

41,570
(教科外活動費）

43,356
(教科外活動費）

生徒会費、ＰＴＡ会費

20,040以内
12,316

(生徒会費）
8,130

（ＰＴＡ会費）

20,040以内
13,131

(生徒会費）
13,016

（ＰＴＡ会費）

0 0 20,400 20,400 

12,316
(生徒会費）

13,131
(生徒会費）

12,316
（生徒会費）

13,131
（生徒会費）

8,130
（ＰＴＡ会費）

13,016
（ＰＴＡ会費）

8,130
（ＰＴＡ会費）

13,016
（ＰＴＡ会費）

入学学用品費
63,200以内

21,596
（制服）

63,200以内
27,045

（制服）

21,600 27,000 21,600 27,000 

21,596
（制服）

27,045
（制服）

21,596
（制服）

27,045
（制服）

修学旅行費 32,300 52,600 0 0 0 0 

32,324 52,594 32,324 52,594 32,324 52,594 

合計 32,300 52,600 75,800 84,000 129,700 138,000 

○ 高校生等奨学給付金については，子どもの学習費調査を参考に，必要な授業料以外の教育費を予算上積算している。

（※単価表の費目は積算上のものであり，使途を限定するものではない。）

※下段は、子どもの学習費調査（平成2２年度）の金額

【全日制の場合】

※灰色部分は生活保護にて支給。 4



非課税世帯 課税世帯

要保護世帯（就学援助率1.74％）（※２）
準要保護世帯（就学援助率15.68％）（※２）

生活保護世帯 左記以外

費目（※１） 義務 高校（※３） 義務 高校（※３） 義務 高校（※３） 義務 高校

教科書費 無償

生活保護

無償

高校生等
奨学給付金

(1/3)
（※４）

無償

高校生等
奨学給付金

(1/3)
（※４）

無償

課税世帯に
ついては
高校生等

奨学給付金の
対象外

教材費

生活保護
要保護
補助金
(1/2)

地方単独
（平成17年度より
国の補助を廃止し，
税源を移譲すると
ともに，地方財政
措置を行ってい
る。）

地方単独
（平成17年度より
国の補助を廃止し，
税源を移譲すると
ともに，地方財政
措置を行ってい
る。）

学用品費

体育実技用具費

通学用品費

校外活動費

クラブ活動費

生徒会費

PTA会費

入学学用品費

通学費 × ×

学校給食費 ー ー ー ー

修学旅行費 要保護
補助金
(1/2)

給付金(1/3)
（※４）

× × 課税世帯について
は高校生等奨学給

付金の対象外医療費 × × ×

生活保護・就学援助・高校生等奨学給付金の比較

（※１）費目は就学援助に基づく分類。高校生等奨学給付金では，体育実技用具費は学用品費，校外活動費は教科外活動費の積算に含まれている。
（※２）就学援助率は平成２６年度の中学校の数値。なお，就学援助率＝要保護生徒数（又は準要保護生徒数）／公立中学校生徒数。
（※３）高校生等奨学給付金の受給率（＝受給者数／対象学校生徒数）は12.8％（平成27年度（高校1・2年生が対象））。
（※４）高校生等奨学給付金の費目は積算上のものであり，使途を限定するものではない。
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認定基準の主なもの
H27自治体数
（複数回答）

（※１）

生活保護法に基づく保護の停止または廃止（※２） 1,329  (75.4%)

児童扶養手当の支給（※３） 1,294  (73.4%)

市町村民税の非課税 1,291  (73.3%)

生活保護の基準額（※４）に一定の計数を掛けたもの 1,260  (71.5%)

市町村民税の減免（※５） 1,116  (63.3%)

国民健康保険法の保険料の減免または徴収の猶予
（※３）

1,085  (61.6%)

国民年金保険料の免除（※３） 1,078  (61.2%)

※１ パーセンテージは，回答市町村数（H27：1,762市町村）に対する割合である。
※２ 停止または廃止される場合でも，一時的に保護を必要としなくなるが，保護を必要としない状態が継続することが確実とは言えず，観察する

必要がある場合等が含まれる。
※３ いずれも扶養親族等の数に応じて所得制限や支給額が定められており，一律の基準によるものではない。
※４ 生活保護の基準額は，居住地，家族構成，世帯構成者の年齢，その他条件により算出された世帯全体の最低生活費。
※５ 失業の場合や災害にあった場合等により，前年の合計所得金額が減少すると見込まれる場合，障害者・未成年者・寡婦・寡夫または学生など

に該当する場合について，市町村民税の全額を納付することが困難と認められる場合は，減免する制度が各自治体で定められている。
※６ その他は，複数の基準を併用している場合などがある。

自治体における
基準の倍率

H27自治体数

～ 1.1倍以下 206  (11.7%)

～ 1.2倍以下 225  (12.8%)

～ 1.3倍以下 626  (35.5%)

～ 1.4倍以下 26  (1.5%)

～ 1.5倍以下 161  (9.1%)

1.5倍超 11  (0.6%)

その他（※６） 5  (0.3%)

計 1,260  (71.5%)

各市町村における準要保護認定基準 （平成２７年度）
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私立高校生（全日制）への各都道府県における支援制度の概略（H29年度）

本表は各都道府県からの報告を基に，私立高校生への支援の全体像を明らかにする目的で作成したものであり，支援の対象，要件，支給額の水準に関する考え方を厳密に示すものではない。

～年収
250万円
程度

～年収
350万円
程度

～年収
500万円
程度

～年収
600万円
程度

年収
600万円
程度～

北 海 道 ◎ ○

青 森 ○ ○

岩 手 ◎※１

宮 城 ☆
(～270万円)

◎ ○
(～430万円)

秋 田 ☆※１ ☆ ○ ○

山 形 ◎ ○
○

(～450万円)

福 島 ☆※１ ☆ ☆
(～450万円)

茨 城 ◎ ◎ ○ ○
(～590万円)

栃 木 ☆※１ ☆

群 馬 ◎※１

埼 玉 ◎ ◎ ◎ ◎
(～609万円)

千 葉 ☆ ☆ ○ ○ ○
（～640万円)

東 京 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
(～760万円)

神 奈 川 ◎ ○ ○ ○ ○
(～750万円)

新 潟 ☆ ☆

富 山 ◎ ○ ○

～年収
250万円
程度

～年収
350万円
程度

～年収
500万円
程度

～年収
600万円
程度

年収
600万円
程度～

石 川 ☆ ☆

福 井 ◎ ○ ○ ○
(～590万円)

山 梨 ◎

長 野 ☆ ◎ ○ ○
(～590万円)

岐 阜 ◎ ○ ○
○

(～590万円)

静 岡 ☆ ○

愛 知 ◎ ◎ ○ ○ ○
(～840万円)

三 重 ☆ ○

滋 賀 ○ ○ ○ ○
(～590万円)

京 都 ☆
(生保世帯のみ)

◎ ◎ ○ ○
(～910万円)

大 阪 ◎ ◎ ◎ ◎
(～590万円)

○
(～800万円)

兵 庫 ◎ ○ ○ ○
(～590万円)

奈 良 ○ ○ ○ ○※２

(～590万円)

和 歌 山 ○ ○

鳥 取 ☆※１ ◎※１

島 根 ☆

～年収
250万円
程度

～年収
350万円
程度

～年収
500万円
程度

～年収
600万円
程度

年収
600万円
程度～

岡 山 ◎ ○ ○ ○
(～590万円)

広 島 ☆ ○

山 口 ◎

徳 島 ☆ ☆ ○ ○
(～590万円)

香 川 ☆ ☆ ○ ○
(～590万円)

愛 媛 ◎※１ ◎

高 知 ☆ ☆

福 岡 ◎ ◎
(～児扶手等受給)

佐 賀 ◎※１ ○

長 崎 ◎ ○ ○
(～430万円)

熊 本 ☆ ○

大 分 ◎ ○

宮 崎 ☆ ○

鹿 児 島 ○

沖 縄 ◎

就 学
支 援 金

29万
7000円

23万
7600円

17万8200円
（～590万円）

11万8800円
(～910万円)

【凡例】☆：国の高等学校等就学支援金と各都道府県の支援額の合算により各都道府県内の授業料最高額の水準まで支援
◎：国の高等学校等就学支援金と各都道府県の支援額の合算により各都道府県内の授業料平均額の水準まで支援
○：各都道府県独自の支援あり

※１ 国の高等学校等就学支援金のみで各都道府県の授業料最高額又は平均額の水準までの支援が可能。
※２ 生徒が県外（大阪府・京都府・兵庫県・三重県・滋賀県・和歌山県）の私立高校に通う場合、年収560 万円程度未満の世帯へ支援を実施している。

参考：私立高校の授業料平均額
39万3524円（Ｈ２８年度・全日制）

第１回資料の年度更新版
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２．学習費に関するデータ

「子どもの学習費調査」における学習費の分類

学習費総額

学校教育費

学校給食費（高校はなし）

学校外活動費

補助学習費

その他の学校外活動費

家庭内学習費

学習塾費

家庭教師等費

その他の補助学習費

体験活動・地域活動

芸術・文化活動

スポーツ・レクリエーション活動

教養・その他

（略）
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学習費の推移 （高等学校（全日制））

176,581 159,249 155,795 155,602 167,287 

48,165 44,541 48,777 46,090 48,831 

112,296 116,628 
7,595 

520,503 516,186 

393,464 386,439 409,979 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

H18 H20 H22 H24 H26

学校外活動費 その他

通学関係費 教科外活動費

図書・学用品・実習教材費等 学校納付金等

修学旅行・遠足・見学費 授業料

現行制度開始
（学年進行）

学校外活動費

旧制度開始

○ 旧制度が開始されたH22年度に比べ，学校外活動費が増加。
公立： 約15万６千円（H22）→ 約16万７千円（H26） 【＋1万1千円，7.4％増】
私立： 約23万８千円（H22）→ 約25万５千円（H26） 【＋1万7千円，7.4％増】

学習費総額

259,945 
197,898 237,641 244,604 255,151 

216,343 

215,616 
214,318 

234,394 228,655 

323,652 

318,694 225,385 
237,647 258,542 

1,045,234 

980,851 

922,716 
966,816 

995,295 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

H18 H20 H22 H24 H26

現行制度開始
（学年進行）

学校外活動費

旧制度開始

学校納付金等

授業料

学習費総額

※「子どもの学習費調査」における「授業料」は，保護者が実際に支出した額であり，
学校設置者が代理受領し，授業料と相殺する高等学校等就学支援金の額は含んでいない。 文部科学省「子どもの学習費調査」を基に作成

（円） （円）

第１回資料に平成18年度調査の
データを追加したもの

＜公立＞ ＜私立＞
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821,000 

838,000 

935,000 

1,050,000 

1,142,000 

1,348,000 

300,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成21年

＜私立＞

400万円未満 400万円～599万円

600万円～799万円 800万円～999万円

1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

（円）

学習費総額の推移

337,000
373,000

417,000

468,000

573,000

586,000

300,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜公立＞

400万円未満 400万円～599万円

600万円～799万円 800万円～999万円

1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

（円）

○ 学習費総額は，同一の所得層でも，私立高校に通う生徒が公立高校に通う生徒を大きく上回る。

（年収400万円未満の世帯で比べると，私立高校に通う生徒の学習費総額は，公立の2.4倍）

文部科学省「子どもの学習費調査」を基に作成
10※「子どもの学習費調査」における「授業料」は，保護者が実際に支出した額であり，

学校設置者が代理受領し，授業料と相殺する高等学校等就学支援金の額は含んでいない。



学校教育費の推移

235,000

248,000

248,000

254,000

252,000

239,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜公立＞

400万円未満 400万円～599万円

600万円～799万円 800万円～999万円

1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

（円）

680,000 

683,000 

744,000 
777,000 
803,000 
811,000 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜私立＞

400万円未満 400万円～599万円

600万円～799万円 800万円～999万円

1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

（円）

○ 学校教育費は，同一の所得層でも，私立高校に通う生徒が公立高校に通う生徒を大きく上回る。

（年収400万円未満の世帯で比べると，私立高校に通う生徒の学習費総額は，公立の2.9倍）

○ 年収400万円未満世帯の学習費総額の公私の差（48万4千円）のうち，学校教育費が92％（44万5千円）を占める。

文部科学省「子どもの学習費調査」を基に作成
11※「子どもの学習費調査」における「授業料」は，保護者が実際に支出した額であり，

学校設置者が代理受領し，授業料と相殺する高等学校等就学支援金の額は含んでいない。



学校外活動費の推移

102,000

125,000

169,000

214,000

321,000

347,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜公立＞

400万円未満 400万円～599万円

600万円～799万円 800万円～999万円

1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

（円）

141,000 
155,000 

191,000 

273,000 

339,000 

537,000 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜私立＞

400万円未満 400万円～599万円

600万円～799万円 800万円～999万円

1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

（円）

○ 旧制度が開始された平成22年度から，学校外活動費は概ね増加傾向であるが，高校１年生に所得制限が導入された平成

26年・私立において，年収800万～999万円層で6万3千円減，年収1千万～1199万円層で4万7千円減となっている。

12
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学校外活動費（補助学習費）の推移

79,000
99,000

132,000

176,000

272,000

286,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜公立＞

400万円未満 400万円～599万円
600万円～799万円 800万円～999万円
1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

95,000 

105,000 

152,000 

221,000 

292,000 

461,000 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜私立＞

400万円未満 400万円～599万円
600万円～799万円 800万円～999万円
1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

24,000

26,000
37,000
38,000
49,000

61,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜公立＞

400万円未満 400万円～599万円
600万円～799万円 800万円～999万円
1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

45,000 

51,000 

39,000 

51,000 
47,000 

76,000 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜私立＞

400万円未満 400万円～599万円
600万円～799万円 800万円～999万円
1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

学校外活動費（その他の学校外活動費）の推移

文部科学省「子どもの学習費調査」を基に作成

（円） （円）

（円） （円）

13



費目別平均額の推移 （学校外活動費（補助学習費） ）

25,000 

25,000 28,000 
29,000 

31,000 

35,000 34,000 

28,000 

33,000 34,000 

15,992 15,424 

19,165 19,829 
22,212 

26,249 

25,037 20,949 
23,822 27,681 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

家庭内学習費

公立高校（支出者） 私立高校（支出者）
公立高校（全体） 私立高校（全体）

（円）

286,000 

242,000 226,000 217,000 224,000 

365,000 
333,000 

318,000 

236,000 

337,000 

95,450 
82,011 77,025 76,278 

79,128 

142,063 
124,052 117,120 

83,951 

144,389 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

学習塾費

公立高校（支出者） 私立高校（支出者）
公立高校（全体） 私立高校（全体）

（円）

94,000 87,000 88,000 81,000 95,000 

109,000 110,000 

172,000 
122,000 107,000 

13,903 14,877 17,192 15,828 20,418 
19,545 19,784 32,557 22,536 22,570 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

家庭教師費等

公立高校（支出者） 私立高校（支出者）

公立高校（全体） 私立高校（全体）

（円）

19,000 20,000 
21,000 

26,000 

26,000 

26,000 
24,000 

30,000 

24,000 

26,000 

9,444 10,160 11,281 

14,227 
14,897 

16,785 13,691 
17,443 

13,996 

15,804 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

その他の補助学習費

公立高校（支出者） 私立高校（支出者）

公立高校（全体） 私立高校（全体）

（円）

文部科学省「子どもの学習費調査」を基に作成

○ 補助学習費のうち，学習塾費は，平成22年以降，公立・私立ともに増加傾向。
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費目別平均額の推移 （学校外活動費（その他の学校外活動費） ）

29,000 

15,000 16,000 17,000 
24,000 

53,000 

46,000 

29,000 
31,000 

34,000 

3,644 2,051 2,444 2,209 3,913 
6,806 6,190 4,254 4,896 5,108 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

体験活動・地域活動

公立高校（支出者） 私立高校（支出者）
公立高校（全体） 私立高校（全体）

（円）

41,000 

53,000 
46,000 46,000 45,000 

50,000 
56,000 55,000 

61,000 

49,000 

8,632 12,319 12,208 11,479 13,490 

15,180 17,044 17,025 
20,522 

16,658 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

芸術文化活動

公立高校（支出者） 私立高校（支出者）
公立高校（全体） 私立高校（全体）

（円）

39,000 

31,000 
25,000 26,000 

27,000 

40,000 

50,000 

38,000 40,000 

25,000 

8,428 7,814 
5,709 6,412 6,992 

10,017 14,367 
10,483 11,333 7,630 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

スポーツ・レクリエーション活動

公立高校（支出者） 私立高校（支出者）

公立高校（全体） 私立高校（全体）

（円）

28,000 

23,000 
21,000 24,000 28,000 

34,000 
39,000 

29,000 28,000 
32,000 

11,794 10,946 
10,771 12,987 15,531 

18,505 

24,439 

17,810 16,842 20,105 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

教養・その他

公立高校（支出者） 私立高校（支出者）
公立高校（全体） 私立高校（全体）

（円）

文部科学省「子どもの学習費調査」を基に作成

○ その他の学校外活動費（支出者平均額）では，平成20年に比べると，公立ではスポーツ・レクリエーション活動，私立

では体験活動・地域活動が最も増加。

15



【参考】所得別構成比（高等学校（全日制））

23.6%21.6%21.5%
16.7%15.4%

24.9%26.1%27.3%

25.4%24.1%

23.7%26.8%24.0%

24.4%
24.6%

13.9%
13.8%15.3%

17.7%
18.4%

7.8%6.3%6.0%
8.2%8.6%

6.1%5.3%5.8%7.6%8.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜公立＞

400万円未満 400万円～599万円

600万円～799万円 800万円～999万円

1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

16.1%18.1%15.1%15.7%
9.5%

18.6%17.6%
15.3%15.8%

15.8%

20.8%21.1%

21.4%
24.4%

18.0%

17.4%17.6%
18.6%

17.6%

21.9%

13.0%11.9%
11.4%9.6%

12.5%

14.1%13.7%
18.1%16.9%

22.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成26年平成24年平成22年平成20年平成18年

＜私立＞

400万円未満 400万円～599万円

600万円～799万円 800万円～999万円

1,000万円～1,199万円 1,200万円以上

文部科学省「子どもの学習費調査」を基に作成
16



【参考】 教育費の捻出方法 （日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」より）

日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果」を基に作成 17

30.5%

28.5%

16.1%

19.9%

9.2%

11.4%

5.9%

3.8%

2.8%

2.8%

0.0%

0.8%

1.2%

31.9%

29.9%

27.9%

20.1%

22.0%

7.9%

8.9%

6.7%

4.6%

3.4%

2.5%

0.0%

1.1%

1.4%

31.4%

28.2%

22.1%

19.6%

17.7%

9.8%

9.6%

5.7%

3.7%

2.9%

2.4%

1.0%

0.5%

1.1%

33.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

①教育費以外の支出を削っている（節約）

②預貯金や保険などを取り崩している

③子ども（在学者本人）がアルバイトをしている

④奨学金を受けている

残業時間やパートで働く時間を増やすようにしている

共働きを始めた

親族から援助してもらっている

国の教育ローンを借り入れしている

民間金融機関の教育ローンを借り入れしている

本業以外にアルバイトなどで副収入を得ている

教育資金贈与信託を利用している

地方自治体または勤務先から借り入れをしている

その他

特に何もしていない

平成26年度 平成27年度 平成28年度

※三つまでの複数回答。
※各都道府県100人（計4,700人）を対象にした，インターネットによるアンケート調査。



３．長期欠席者及び中退者に関するデータ
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80,208 75,905 71,605 
64,080 66,910 66,797 66,304 64,497 62,183 59,966 

26,359 
24,167 

22,928 

20,200 
20,724 19,567 19,499 19,396 

18,358 19,322 

48 
66 

65 

58 
60 75 80 72 

72 69 

3.1% 2.9%
2.8%

2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.5% 2.4% 2.4%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

公立 私立 国立 在籍者に占める割合

高等学校長期欠席者数の推移（平成18年度～平成27年度，国公私別）

（人）

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に作成

○ 高等学校の長期欠席者数は平成22年以降，減少傾向。

（対H21年度：約5100人減（在籍者に占める割合で0.1ポイント），対H25年度：約4800人減（同0.1ポイント））

旧制度開始
現行制度開始
（学年進行）
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57,544 53,041 53,024 51,728 55,776 56,361 57,664 55,655 53,156 49,563 

3,755 
3,396 2,736 2,628 

2,278 2,464 2,405 2,281 
2,044 

1,606 

17,194 
16,658 15,254 13,666 

14,010 13,277 12,457 12,794 
12,821 

14,266 

28,122 
27,043 

23,584 

16,316 
15,724 14,424 13,357 13,235 

12,592 13,922 

3.1% 2.9% 2.8%
2.5% 2.6% 2.6% 2.6% 2.5% 2.4% 2.4%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

不登校 経済的理由 病気 その他 在籍者に占める割合

高等学校長期欠席者数の推移 （平成18年度～平成27年度，理由別）

（人）

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に作成

○ 高等学校の長期欠席者数を理由別にみると，近年，減少し続けているのは，

・平成23年以降の経済的理由による長期欠席者

・平成24年以降の不登校による長期欠席者

旧制度開始 現行制度開始
（学年進行）

20



1,339 1,313 
1,085 

807 

522 441 378 288 244 195 

1,301 1,287 

1,123 

840 

521 
504 

475 

369 
309 

299 

34

7
18

645

648
852

2.2%
2.1%

2.0%

1.7%

1.6% 1.6%
1.5%

1.7%

1.5%

1.4%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

公立 私立 公立通信 私立通信 在籍者に占める割合

経済的理由による高等学校中途退学者数の推移 （平成18年度～平成27年度，事由別）

（人）

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に作成

○ 経済的理由による中途退学者は，全日制・定時制は一貫して減少しているものの，平成25年度より調査対象となった通

信制については，平成27年度は中途退学者が増となっている。

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

旧制度開始 現行制度開始
（学年進行）

注１：平成25年度からは、高等学校通信制課程も調査
注２：中途退学者１人につき，主たる理由を一つ選択 21



53,251 50,529 
45,742 

39,412 38,372 37,483 35,966 38,602 
33,982 31,083 

23,732 
22,280 

20,449 

17,484 17,000 16,330 15,775 
21,287 

19,366 
18,136 

44 
45 

52 

51 43 56 40 

34 

43 
44 

2.2%
2.1%

2.0%

1.7%
1.6% 1.6%

1.5%

1.7%

1.5%
1.4%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

公立 私立 国立 在籍者に占める割合

高等学校中途退学者数の推移 （平成18年度～平成27年度，事由別）

（人）

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に作成

○ 経済的理由以外の理由を含む中途退学者数は，近年減少傾向にあり，通信制を含んだ中途退学者数及び中途退学者数の

在籍者全体に占める割合も減少している。

旧制度開始
現行制度開始
（学年進行）

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

注：平成25年度からは、高等学校通信制課程も調査
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5,637 5,345 4,848 4,296 3,894 3,898 3,949 4,845 4,092 3,825 

29,927 28,247 
25,896 

22,385 21,639 20,940 20,712 
21,757 

18,616 16,817 

25,753 
24,182 

21,816 

18,694 18,818 18,325 17,253 
19,685 

18,571 
16,912 

3,259 

3,030 

2,748 

2,298 2,209 2,069 
1,909 

2,247 

2,141 

2,052 

2,640 

2,600 

2,208 

1,647 
1,043 

945 
853 

1,336 

1,208 

1,364 

3,250 

3,228 

2,958 

2,544 
2,487 

2,607 
2,320 

2,544 

2,302 

2,228 

3,724 

3,583 

3,349 

3,143 
3,316 

3,172 
2,965 

2,871 

2,402 

2,040 

2,837 

2,639 

2,420 

1,940 
2,009 

1,913 
1,820 

4,638 

4,059 

4,025 

2.2%

2.1%
2.0%

1.7%
1.6% 1.6%

1.5%

1.7%
1.5%

1.4%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

学業不振 学校生活・学業不適応 進路変更

病気・けが・死亡 経済的理由 家庭の事情

問題行動等 その他 在籍者に占める割合

高等学校中途退学者数の推移（平成18年度～平成27年度，事由別）

（人）

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に作成

○ 通信制課程を対象とした平成25年度以降，事由別の中途退学者数をみると，「学校生活・学業不適応」「問題行動等」

については，中途退学者数及び構成比ともに減少し続けている。

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

～
～

注１：平成25年度からは、高等学校通信制課程も調査
注２：中途退学者１人につき，主たる理由を一つ選択

現行制度開始
（学年進行）

旧制度開始
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7.3% 7.3% 7.3% 7.5% 7.0% 7.2% 7.6% 8.1% 7.7% 7.8%

38.9% 38.8% 39.1% 39.3% 39.0% 38.9% 40.0% 36.3% 34.9% 34.1%

33.4% 33.2% 32.9% 32.8% 34.0% 34.0% 33.3%
32.9% 34.8% 34.3%

4.2% 4.2% 4.1% 4.0% 4.0% 3.8% 3.7%
3.7% 4.0% 4.2%

3.4% 3.6% 3.3% 2.9% 1.9% 1.8% 1.6%
2.2% 2.3% 2.8%

4.8% 4.9% 5.1% 5.5% 6.0% 5.9% 5.7%
4.8% 4.5% 4.1%

3.7% 3.6% 3.7% 3.4% 3.6% 3.6% 3.5%
7.7% 7.6% 8.2%

4.2% 4.4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.8% 4.5% 4.2% 4.3% 4.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

学業不振 学校生活・学業不適応 進路変更 病気・けが・死亡

経済的理由 問題行動等 その他 家庭の事情

高等学校中途退学者数の推移（構成比） （平成18年度～平成27年度，事由別）

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に作成
注１：平成25年度からは、高等学校通信制課程も調査
注２：中途退学者１人につき，主たる理由を一つ選択

現行制度開始
（学年進行）旧制度開始
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公立 私立 国立

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に事務局にて作成

事由別中途退学者の割合① （平成27年度，国公私立別）

○ 経済的理由による中途退学者の割合は，公立よりも私立で高くなっている。

○ 国立では，経済的理由，問題行動等による中途退学者の割合が０であり，進路変更による中退者が半数を占める。
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文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」を基に事務局にて作成

事由別中途退学者の割合② （平成27年度，課程別）

○ 経済的理由による中途退学者の割合は，全日制・定時制よりも通信制で高くなっている。

○ 通信制では，その他の理由による中途退学者が４分の１を占めている。
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【参考】 フリースクールについて

27

一般的に，不登校児童生徒等に対し，学習活動，教育相談，体験活動等の活動を行っている民間の施設をいう。

その規模や活動内容は多種多様であり，法的規制や行政上の指導・監督に服することなく，民間において事由に設置・運

営されている。

（出典）小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査（文部科学省）

調査時点：平成27年3月

調査対象：小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設

（主に外国人の子供を対象とするものを除く）

※調査時点において，各教育委員会の協力を得て文部科学省において把握できた団体・施設に対して調査を依頼

して実施したものであり，すべてのフリースクールを網羅しているものではない。

高等学校段階以上も含めた在籍者数（＊）

（＊）以下の３．～５．は義務教育段階の子供が在籍している団体・施設における高等学校段階以上の在籍者数であ

り、義務教育段階の子供を受け入れていない団体・施設における高等学校段階以上の在籍者は含まない。

男子 女子 計 割合（%）

１．小学生 1,095 738 1833 26.1%

２．中学生 1,340 1,023 2,363 33.7%

３．高校生 966 667 1,633 23.3%

４．高校に在籍しない16～18歳 228 142 370 5.3%

５．高校，大学に在籍しない19歳以上 552 260 812 11.6%

計 4,181 2,830 7,011 100.0%
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【参考】通信制高等学校の現状
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４．公私間格差に関するデータ
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公私立高等学校協議会について

(1) 概要

各都道府県において、公私立高等学校の役割分担

や公私立高等学校の配置計画等について協議、検討

を行うもの。

各都道府県において、名称や構成員、年間の会議

回数、議題等は様々であるが、以下のような議題に

ついて協議、検討が行われている。

・公立高等学校の配置計画

・次年度入学者の公私立募集定員比率や選抜日程

・公私立高等学校における生徒指導上の諸問題

・高校生の就職状況

公私立高等学校協議会の設置について

（昭和５０年９月１日文管助第２５２号文部省管理局長通知）

（抜粋）

公立及び私立の高等学校の設置者は、今後の公私立高等学校

の役割分担その他高等学校教育の諸問題について協議し、検討

を行うとともに、特に公私立高等学校の配置計画等について十

分な協議を行うことが適切と考えます。

ついては、各都道府県においては、知事部局、教育委員会及

び学校法人の関係者並びに公私立の 高等学校長及び中学校長

等を構成員とする「公私立高校学校協議会」（仮称）を設け、

本協議会において、上記の公私立の高等学校教育に係る諸問題

を協議することが適当と考えますのでよろしくお取り計らい願

います。

(参考）

(2) 募集定員比率に関する協議の事例

(ｱ) 東京都
・ 東京都の公私連絡協議会において，平成２７年度から平成３

１年度までを対象とした「第四次中期計画」において都立高校
及び私立高校の都内公立中卒者の受入れ分担の比率を５９．６
（都立）対４０．４（私立）としている。

(ｲ) 神奈川県
・ 神奈川県公私立高等学校設置者会議において，平成２４年度

までは，全日制公立高校の入学定員を公立中学校卒業予定者の
６割としてきた。

・ ２５年度以降については、全日制進学率の向上の推進を前提
としつつ，それまでの公私立間の定員協議の経緯を勘案し，公
私各々が自らの責任において実現を目指す定員目標を設定する
方式としている。

(ｳ) 大阪府
・ 大阪府公私立高等学校連絡協議会において，平成９年に公

私立高校の受け入れ定員比率を７対３と設定。
・ 平成２３年度から授業料支援補助金を拡充し，公私間の授

業料面での競争条件をほぼ同一とする制度が導入されたこと
にあわせ、公私受入枠（７・３枠）を設定する仕組みを見直
し，現在は，公私トータルで高校進学予定者数を上回る募集
人員が確保されていることを確認する仕組みとしている。
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高等学校入学定員の推移（平成19年度～平成28年度，全日制・定時制の本科）

（人）

○ 入学定員は平成19年度と比べ，公立，私立ともに減少（対19年度比 公立：94.7% 私立：96.0%）

○ 入学定員全体に占める私立の割合は，平成19年度：33.0% → 平成28年度 33.2%

注：定員充足率＝入学者数／定員で計算したもの。

文部科学省「学校基本調査」を基に作成

＜公立＞

＜私立＞
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1,170,930 1,141,380 1,139,886 1,159,861 1,075,948 1,076,125 1,054,703 1,056,490 1,023,886 1,001,537 

1,186,824 1,172,424 1,144,864 1,181,748 
1,144,760 1,170,877 1,173,706 1,186,239 1,175,393 1,176,077 
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高等学校入学志願者数の推移（平成19年度～平成28年度，公私別，全日制・定時制の本科）

（人）

○ 入学志願者における私立の割合は平成22年度以降，増加している。

○ 入学志願者における私立の割合は，入学者における私立の割合よりも伸び率が高い（対H21年度：入学志願者は＋3.8ポ

イント，入学者数は＋1ポイント）。

注：「入学志願者」は，「募集に応じて願書を提出した者（付属中学校から進学希望した者も含める。）の数」であり，同一人が2以上の学校に入学志願した場合は、それぞれの学校の入学志願者と
して計上されている。

文部科学省「学校基本調査」を基に作成
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都道府県別私立高校の平均授業料 （高等学校（全日制）・本科・平成28年度）
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○ 私立高校の授業料については，都道府県によって大きく異なる。

最高： 大阪府 約57万 最低： 鳥取県 約26万 ＜約31万円の差，大阪府の平均授業料は鳥取県の約2.2倍＞

○ 10県では，平均授業料が高等学校等就学支援金2.5倍加算の場合の支給額限度額を下回る。

高等学校等
就学支援金
2倍加算

高等学校等
就学支援金
1.5倍加算

全国平均

文部科学省「平成28年度私立高等学校等授業料等の調査」を基に作成

第１回資料の再掲
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文部科学省「平成28年度私立高等学校等授業料等の調査」を基に作成

就学支援金
2倍加算

就学支援金
1.5倍加算

全国平均
(授業料
＋施設整備費等)

都道府県別私立高校の初年度納付金平均額（高等学校（全日制）・本科・平成28年度）

○ 私立高校の初年度納付金（授業料、施設整備費等、入学料）については，都道府県によって大きく異なる。

（授業料＋施設整備費）最高：福井県 約82万 最低：福島県 約39万 ＜約42万の差，福井県は福島県の2.1倍＞

（入学料込み）最高：福井県 約100万 最低：愛媛県 約47万 ＜約53万の差，福井県は愛媛県の約2.1倍＞

（円）

全国平均
(授業料のみ)
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５．高校生等への修学支援の実施に関するデータ
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1.5倍

基準額

私立
274,623人
(11.6％)

公立
276,096人
(11.7％)

297,000

237,600

178,200

118,800

約250万
[0円 非課税]

約350万
[51,300円]

約590万
[154,500円]

約910万
[304,200円]

授

業

料

（私立高校の授業料
平均額(H27)）

390,578

年収目安（※）

［市町村民税所得割額］

（公立高校授業料）

都道府県による支援

授
業
料
以
外
の

教
育
費

高校生等奨学給付金

高等学校等就学支援金（現行制度）における加算区分別の支給実績 （平成27年度）

※ 年収は両親のうちどちらか一方が働き、高校生１人（16歳以上）、中学生１人の４人世帯の目安。実際は[ ]で示した市町村民税所得割額（両親の合算）で判断。

(うち2.5倍加算)
102,535人
(4.3％)

(うち
2倍加算)
71,206人
(3.0％)

(うち1.5倍加算)
157,874人
(6.7％)

2.5倍

2倍

公立
受給資格者数 1,273,669人
生徒に占める割合 (54.0％)

(うち基準額)

203,646人
(8.6％)

受給していない者

※ 受給資格者数は、7月認定時において受給した者の実数である。
※ 生徒数（母数）はH27.7.1現在の認定状況調査による現行制度対象者（１，２年生）数である。

私立
受給資格者数 535,261人
生徒に占める割合（22.7％）

36

（公立）
受給者数 214,065人

生徒に占める割合 （9.1％）

（私立）
89,731人
（3.8％）

○ 平成27年度における現行制度対象者（１，２年生）のうち，就学支援金の対象となっているのは，約77％。
○ 私立に通う生徒の所得分布をみると，年収250万円未満が4.3%，250万円以上350万円未満が3.0%，350万円以上590万円

未満が6.7%，590万円以上910万円未満が8.6%，910万円以上が11.6%（年収はいずれも目安）。

○ 就学支援金の支給実績では，私立に通う非課税世帯は約10万人（4.3%）だが，給付金の支給実績は約9万人（3.8%）

※高等学校等就学支援金（現行制度）及び高校生等奨学給付金の対象者は，

学年進行で導入されたため，平成27年度における対象者は基本的に１，２年

生のみであり，３年生等の旧制度の対象者は，含まれていない。



私立高校等の生徒の所得層別割合の推移（平成22年度～平成27年度）

○ 私立高校等の生徒について所得層別の割合の推移をみると，私立高校等に通う年収目安250万円以上350万円未満の世帯

は，平成22年以降増加し続けている。
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文部科学省調べを基に作成

（%）

（※）各年度7月1日時点の高等学校等就学支援金の受給資格認定状況に基づき，
「加算対象となる年収区分に該当する私立高校等の生徒数／私立高校等の生徒数」により計算
（ただし，平成26年度，平成27年度は現行制度の対象のみで計算）

2倍加算 2.5倍加算

1.5倍加算

2倍加算

1.5倍加算

現行制度開始
（学年進行）

旧制度開始



H26 H27 H28 H26 H27 H28 H26 H27 H28 H26 H27 H28

公立 47 47 47 32 39 40 5 10 10 47 47 47

私立 34 34 35 26 31 32 8 11 17 35 35 37

合計 81 81 82 58 70 72 13 21 27 82 82 84

② 未提出の生徒に対して
は、
提出を忘れていないか確認の
ための連絡をとる

③ 生活保護世帯等の特に支
援が必要な世帯について、未
提出の者がいないか確認する

各都道府県における高等学校等就学支援金の確実な申請のための工夫
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① 生徒全員に意思を確認す
るために，支給対象外の生徒
からも申請をしない旨の書類
などを提出してもらう

①～③いずれか実施

○ 各都道府県において，高等学校等就学支援金の確実な申請を促すため，
・生徒全員の意思確認 （94支給者のうち，82の支給者で実施）
・未提出の生徒への確認（94支給者のうち，72の支給者で実施）
といった取組がされている。

※「公立」は公立高等学校に高等学校等就学支援金を支給する各都道府県教育委員会，「私立」は私立高等学校等に高等学校等就
学支援金を支給する各都道府県知事部局におけるそれぞれの担当部署からの回答を集計した数。

文部科学省「新・高等学校等就学支援金制度に関する調査」を基に作成


